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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
刑
事
事
件
の
被
疑
者
及
び
被
告
人
に
対
す
る
精
神
鑑
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
精
神
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
六
十
五
条
に
基
づ
き
裁

判
所
が
学
識
経
験
の
あ
る
者
に
命
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
、
同
法
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
検
察
官
等
が
嘱
託
し

て
行
わ
れ
る
も
の
と
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
被
告
人
又
は
被
疑
者
が
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
十
九
条

の
心
神
喪
失
者
又
は
心
神
耗
弱
者
に
該
当
す
る
か
否
か
な
ど
、
そ
の
心
神
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

精
神
鑑
定
を
実
施
す
る
た
め
の
部
屋
は
、
東
京
地
方
検
察
庁
本
庁
に
お
い
て
は
昭
和
三
十
一
年
に
、
同
地
方
検
察
庁
立
川

支
部
に
お
い
て
は
平
成
二
十
一
年
に
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
、
現
在
、
そ
れ
ぞ
れ
一
室
ず
つ
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
部
屋
が
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
五
年
間
で
精
神
鑑
定
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
回

数
は
、
東
京
地
方
検
察
庁
本
庁
が
千
四
百
六
十
九
回
、
同
地
方
検
察
庁
立
川
支
部
が
四
十
回
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

検
察
官
等
が
嘱
託
し
て
行
わ
れ
る
被
疑
者
の
精
神
鑑
定
で
あ
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一



現
在
、
東
京
地
方
検
察
庁
以
外
で
、
精
神
鑑
定
を
実
施
す
る
た
め
の
部
屋
を
設
け
て
い
る
地
方
検
察
庁
は
、
横
浜
地
方
検

察
庁
、
大
阪
地
方
検
察
庁
、
広
島
地
方
検
察
庁
及
び
福
岡
地
方
検
察
庁
で
あ
り
、
大
阪
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
平
成
十
四

年
に
、
広
島
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
平
成
二
十
三
年
に
、
福
岡
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
昭
和
五
十
六
年
に
そ
れ
ぞ
れ
設

け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
横
浜
地
方
検
察
庁
に
お
け
る
設
置
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
精
神
鑑
定
を
実
施
す

る
た
め
の
部
屋
は
、
現
在
、
横
浜
地
方
検
察
庁
、
大
阪
地
方
検
察
庁
及
び
福
岡
地
方
検
察
庁
に
そ
れ
ぞ
れ
一
室
ず
つ
設
け
ら

れ
て
お
り
、
広
島
地
方
検
察
庁
に
二
室
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
部
屋
が
平
成
二
十
年
度
か
ら

平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
五
年
間
で
精
神
鑑
定
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
回
数
は
、
横
浜
地
方
検
察
庁
が
九
百
四
回
、
大
阪
地

方
検
察
庁
が
千
百
九
十
三
回
、
広
島
地
方
検
察
庁
が
百
二
十
九
回
、
福
岡
地
方
検
察
庁
が
四
百
十
五
回
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
検
察
官
等
が
嘱
託
し
て
行
わ
れ
る
被
疑
者
の
精
神
鑑
定
で
あ
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
検
察
庁
職
員
の
立
会
い
の
有
無
」
に
つ
い
て
は
、
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
な
い
。

検
察
当
局
に
お
い
て
は
、
精
神
鑑
定
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
の
充
実
に
努
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

過
去
五
年
間
で
精
神
鑑
定
が
実
施
さ
れ
た
拘
置
所
は
、
東
京
拘
置
所
、
立
川
拘
置
所
、
名
古
屋
拘
置
所
、
京
都
拘
置
所
、

二



大
阪
拘
置
所
、
神
戸
拘
置
所
、
広
島
拘
置
所
及
び
福
岡
拘
置
所
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
お
尋
ね
に
つ
い
て

は
、
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
な
い
。

拘
置
所
に
お
け
る
精
神
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
刑
事
施
設
を
適
正
に
管
理
運
営
す
る
責
務
を
有
す
る
刑
事
施
設
の
長
が
、
個

別
具
体
的
な
事
案
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


